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   岩倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

岩倉市国民健康保険税条例（昭和４６年岩倉市条例第４４号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の５．８」を「１００分の６．０」に改める。 

第５条中「２３，２００円」を「２４，１００円」に改める。 

第６条第１号中「１６，５００円」を「１７，０００円」に改め、同条

第２号中「８，２５０円」を「８，５００円」に改め、同条第３号中 

「１２，３７５円」を「１２，７５０円」に改める。 

第７条中「１００分の２．１」を「１００分の２．２」に改める。 

第９条中「８，６００円」を「８，９００円」に改める。 

第１０条第１号中「６，１００円」を「６，３００円」に改め、同条第

２号中「３，０５０円」を「３，１５０円」に改め、同条第３号中 

「４，５７５円」を「４，７２５円」に改める。 

第１１条中「１００分の１．８」を「１００分の１．９」に改める。 

第１３条中「９，８００円」を「１０，１００円」に改める。 

第１４条中「４，７００円」を「５，０００円」に改める。 

第２８条第１号ア中「１６，２４０円」を「１６，８７０円」に改め、

同号イ(ｱ)中「１１，５５０円」を「１１，９００円」に改め、同号イ(ｲ)

中「５，７７５円」を「５，９５０円」に改め、同号イ(ｳ)中「８，６６３

円」を「８，９２５円」に改め、同号ウ中「６，０２０円」を 

「６，２３０円」に改め、同号エ(ｱ)中「４，２７０円」を「４，４１０円」

に改め、同号エ(ｲ)中「２，１３５円」を「２，２０５円」に改め、同号エ

(ｳ)中「３，２０３円」を「３，３０８円」に改め、同号オ中「６，８６０

円」を「７，０７０円」に改め、同号カ中「３，２９０円」を 

「３，５００円」に改め、同条第２号ア中「１１，６００円」を 

「１２，０５０円」に改め、同号イ(ｱ)中「８，２５０円」を「８，５００

円」に改め、同号イ(ｲ)中「４，１２５円」を「４，２５０円」に改め、同

号イ ( ｳ )中「６，１８８円」を「６，３７５円」に改め、同号ウ中 

「４，３００円」を「４，４５０円」に改め、同号エ(ｱ)中「３，０５０円」

を「３，１５０円」に改め、同号エ(ｲ)中「１，５２５円」を「１，５７５

円」に改め、同号エ(ｳ)中「２，２８８円」を「２，３６３円」に改め、同

号オ中「４，９００円」を「５，０５０円」に改め、同号カ中 



「２，３５０円」を「２，５００円」に改め、同条第３号ア中 

「４，６４０円」を「４，８２０円」に改め、同号イ(ｱ)中「３，３００円」

を「３，４００円」に改め、同号イ(ｲ)中「１，６５０円」を「１，７００

円」に改め、同号イ(ｳ)中「２，４７５円」を「２，５５０円」に改め、同

号ウ中「１，７２０円」を「１，７８０円」に改め、同号エ ( ｱ )中 

「１，２２０円」を「１，２６０円」に改め、同号エ(ｲ)中「６１０円」を

「６３０円」に改め、同号エ(ｳ)中「９１５円」を「９４５円」に改め、同

号オ中「１，９６０円」を「２，０２０円」に改め、同号カ中「９４０円」

を「１，０００円」に改める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の岩倉市国民健康保険税条例の規定は、令和２

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 


